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令和３年１２月１日 

                                                          揖 斐 川 町 商 工 会            

揖斐川町上南方 165-1 TEL 22-6185 FAX 22-2561 

URL https://r.goope.jp/srb-21-67 

 

 

 

 

下記の日程で源泉税に係る個別指導を開催いたしますので、年末調整事務がわからない

方は源泉徴収簿、税務署から送られてきた書類等をご持参のうえ商工会までお越しくださ

い。 

【揖斐川会場】：揖斐川町商工会館 大研修室 

開催日 時間帯 対象者 

１２月２４日（金） 9:00～16:00 専従者給与のみを支払う事業所 

令和４年 １月 ５日（水） 

１月 ６日（木） 

１月 ７日（金） 

9:00～16:00 専従者・従業員給与等を支払う事業所 

 

【谷汲会場】：揖斐川町商工会谷汲支所 研修室 

開催日 時間帯 対象者 

１２月２３日（木） 9:00～16:00 専従者給与のみを支払う事業所 

令和４年 １月 ４日（火） 13:00～16:00 専従者・従業員給与等を支払う事業所 

 

※当日ご持参いただきます必要書類については、別添案内をご参照ください。 

 

 

償却資産税申告書作成指導を下記日程で開催致します。 

１２月上旬に役場より償却資産税申告書の書類が配布されます。 

 日時：令和４年１月２１日（金） 13:00～16:00まで 

 場所：揖斐川町商工会館 １階 大研修室 

 

    ＊詳細は、後日お知らせ致します。 
 

税務 
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経営 

商工会の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿った販路開拓の取り組みを行う

小規模事業者の皆様に対し費用の２／３を補助します。 

 

受 付 

締め切り 

 

第７回 ２０２２年２月４日（金）[郵送：締切日当日消印有効] 

補 助 

対 象 者 

商工会地区で事業を営む小規模事業者 
※小規模事業者とは 

商業・サービス業（宿泊業・娯楽業除く）  常時使用する従業者の数  ５人以下 

サービス業のうち宿泊業・娯楽業      常時使用する従業者の数 ２０人以下 

製造業その他               常時使用する従業者の数 ２０人以下 

補助対象 

事 業 

持続的な経営に向けた事業計画に基づき、商工会の支援を受けながら

行う、小規模事業者による創意工夫を凝らした地道な販路開拓あるいは販路

開拓と併せて行う業務効率化のための取り組み。 

補助率等 １件あたりの補助上限額５０万円（補助対象経費の２／３以内） 

補助対象 

経 費 

①機械装置等費 ②広報費 ③展示会等出展費 ④旅費 ⑤開発費 ⑥資料

購入費 ⑦雑役務費 ⑧借料 ⑨専門家謝金 ⑩専門家旅費 ⑪設備処分費 

⑫委託費 ⑬外注費  

 

補助対象となり得る取組事例のイメージ  

 

①店舗改装費 

（小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を

含む） 

②新たな販促用チラシのポスティング 

③新たな販促用ＰＲ 

（マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告） 

④新たな販促品の調達、配布 

⑤ネット販売システムの構築 

⑥国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加 

⑦新商品の開発 

⑧国内外での商品ＰＲイベントの実施 

⑨ブランディングの専門家から新商品開発に向けた

指導、助言 

⑩新商品開発にともなう成分分析の依頼 

 

ご相談は商工会まで 

 ◇申請に際しては、商工会の確認が必要となります。 

 ◇確認書類等の発行には一定の日数がかかりますので、余裕を持ってお越しください。 

 ◇なお、公募要領および申請様式等に関しては、以下のアドレスをご覧ください。 

   岐阜県商工会連合会  https://www.gifushoko.or.jp/jizokuka/ 

全国商工会連合会   https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/ 

＊記載例も掲載されておりますので、ご自身で申請書（事業計画書）の作成にチャレン

ジしてみませんか？ 

  

https://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/
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売上回収・取引契約、消費者からのクレームをはじめ、労働者・労働契約、賃金・労働時

間、事業承継・相続などさまざまな法律問題に対して、お困り事はありませんか。 

商工会では、弁護士と直接相談できる無料法律相談会を開設しています。 

 

１２月の開設日               １月の開設日 

  ８日（水）ＯＫＢふれあい会館       １８日（火）ＯＫＢふれあい会館 

 ２１日（火）ＯＫＢふれあい会館            
 

◇本事業は、解決策をアドバイスするものであって、弁護士がご相談内容に関する書類 

作成等を行うものではありません。 

◇事前に商工会までお申込み（ご予約）をお願いいたします。 

 

 

令和３年４月１日以降に対象となる融資制度を利用した場合、１２月末までに商工会に

て認定申請を行うことで利子補給の対象となる場合があります。 

※認定申請を行わないと利子補給されませんので注意ください。 

＜揖斐川町利子補給制度概要＞ 

※借入の金額や資金使途などにより利子補給の金額や期間に違いがあります。 

利子補給の対象となる方 対象となる融資制度 

・町内に本店又は本社を有する法人

もしくは住所を有する個人事業主

の方 

・町税に滞納がない方 

・対象となる利子の支払いに対し、

他で補助を受けてない方 

・日本政策金融公庫の融資 

創業支援資金又は小規模事業者経営改善資金

に該当する融資 

・岐阜県中小企業資金融資制度 

岐阜県制度（元気企業育成資金）のうち、創業

支援資金に該当する融資 

※制度の詳細は商工会もしくは役場へお問い合せいただくか、揖斐川町ホームページを 

ご覧ください。 

 

 日本政策金融公庫では、毎月第二火曜日の午前１０時～正午まで（１時間区切り） 

揖斐川町商工会館にて、金融相談日を開催しております。 

今月のご相談日は、１２月１４日（火）です。 

普通貸付の申し込みをはじめ、返済状況の変更等、何でもご相談下さい。 

なお、相談時間調整のため、ご希望の方は事前に商工会までご連絡下さい。

利子補給対象額 利子補給期間 利子補給利率（上限額） 

借入金の内、上限 400万円分 

（借換資金は対象外） 

最長 3年間 日銀の短期プライムレートと連動 

（本会報誌発行時点では 1.475％） 

金融 
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 第６１回商工会全国大会が令和３年１１月１１日（木）東京国際フォーラムにて行われ

國枝誠樹前青年部長および末松女性部長２名が全国連会長表彰を受賞されました。 

 
 


